
未来ちゃん 情 局報

問 

建
設
事
業
課 

管
理
鉱
害
係 

☎
６
５
・
３
３
３
０

危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の

撤
去
費
の
一
部
を
補
助

　

桂
川
町
で
は
、
地
震
に
よ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊

に
よ
る
被
害
防
止
や
、
避
難
路
を
確
保
す
る
た
め
、
危

険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
を
行
う
場
合
に
、
撤
去
費

の
一
部
を
補
助
す
る
制
度
を
実
施
し
ま
す
。

【
対
象
者
】
町
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

の
所
有
者

【
対
象
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
】

①
町
内
の
道
路
に
面
し
た
道
路
か
ら
の
高
さ
が
１
ｍ

以
上
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

②
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
、
組
積
造
（
れ

ん
が
造
、
石
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
等
）

の
塀
で
あ
る
こ
と

③
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
調
査
を
行
い
、
町
で
定
め
た
ブ

ロ
ッ
ク
塀
等
の
診
断
カ
ル
テ
の
点
数
が
40
点
未
満

の
も
の

【
補
助
金
額
】

　

撤
去
費
用
の
３
分
の
２
（
上
限
16
万
円
）

　

※
補
助
は
予
算
の
範
囲
内
で
先
着
順
で
受
け
付
け

【
注
意
事
項
】

　

◇
補
助
を
受
け
る
た
め
に
は
、
町
と
の
事
前
協
議
が

　

必
要
で
す
。

　

◇
補
助
金
を
申
請
す
る
場
合
は
、
工
事
の
契
約
や
着

　

工
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
費
の
一
部
を
補
助

補助金

HP

■放送を聞きのがしたときは…

　

▲

防災行政無線専用電話に電話することで、

　　直前の放送内容を聞くことができます

　　☎0120・957・533（フリーダイヤル）

　

▲

桂川町ホームページトップページで過去

　　の放送内容を確認することができます

　　　 http://www.town.keisen.fukuoka.jp/

問 

総
務
課 

庶
務
係 

☎
６
５
・
１
１
０
０

情
報
伝
達
訓
練
を
実
施

防
災
行
政
無
線
を
使
用

情
報
伝
達
訓
練

お知らせ
　

地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
時
に
備
え
、

情
報
伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す
。
防
災
行
政
無
線
か
ら
テ

ス
ト
放
送
が
流
れ
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
日　

時
】
2
月
16
日
㈬　

11
時
ご
ろ

【
放
送
内
容
】
①
上
り
チ
ャ
イ
ム
音　

②
「
こ
れ
は
Ｊ
ア

　

ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
」（
３
回
）　

③
「
こ
ち
ら
は

　

桂
川
町
で
す
」　

④
下
り
チ
ャ
イ
ム
音

問 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係 

☎
６
５
・
０
０
０
１

手
話
講
座 

受
講
生
募
集

手
話
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
（
入
門
課
程
）

教　室
　

 

初
め
て
手
話
を
学
ぶ
人
で
も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、

是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
日　

時
】
4
月
14
日
～
9
月
1
日
の
間
、
毎
週
木
曜
日

　
（
全
20
回
）　

19
時
～
20
時
50
分

【
場　

所
】
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
ひ
ま
わ
り
の
里
」

【
そ
の
他
】
無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
３
，
３
０
０
円
は
自
己

　

負
担
）
3
月
25
日
㈮
ま
で
に
申
込

問 

建
設
事
業
課 

管
理
鉱
害
係 

☎
６
５
・
３
３
３
０

町
営
住
宅
「
空
き
家
待
ち
」

入
居
者
募
集

　

町
営
住
宅
の
「
空
家
」
が
生
じ
た
場
合
の
入
居
希
望
者

を
募
集
し
ま
す
。
入
居
資
格
審
査
後
に
抽
選
に
よ
る
登

録
順
位
を
決
定
し
、
そ
の
順
位
に
従
っ
て
住
宅
の
あ
っ

せ
ん
を
行
い
ま
す
。
入
居
資
格
は
、
来
年
2
月
ま
で
有

効
と
な
り
ま
す
。

【
募
集
期
間
】
3
月
1
日
㈫
～
3
月
15
日
㈫

【
応
募
資
格
】
○
町
内
に
住
所
・
勤
務
場
所
を
有
す
る　

○
例
外
を
除
い
て
同
居
す
る
親
族
が
あ
る　

○
収
入

基
準
を
満
た
す　

な
ど

　

※
申
込
は
建
設
事
業
課
管
理
鉱
害
係
に
あ
る
申
込
書

　

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

募
集
団
地
や
そ
の
他
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問

　

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

令
和
4
年
度 

町
営
住
宅
入
居
希
望
者

募　集

9 頁 令和 4 年 . 広報けいせん 2 月 


